
令和３年４月２０日改正

大分類 中分類 名称（小分類）

1 訓令及び通達
の制定又は改
廃及びその経
緯

訓令及び通達の立
案の検討その他の
重要な経緯

制定又は改廃のた
めの決裁文書

・訓令案・通達案
・理由，新旧対照条文，参照
条文
・上申書

文書（登記情報シス
テム等）

訓令・通達 ○○年訓令・通達原議 １０年 以下につい
て移管
重要な訓令
及び通達の
制定又は改
廃のための
決裁文書

(別表１の事項
１４を参酌)

2 文書の管理等
に関する事項

文書の管理等 ・例規集 文書管理（登記情報
システム等）

例規（現行） 庶務に関する訓令，通達その他
の例規類

常用 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

人事に関する訓令，通達その他
の例規類

常用 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

会計に関する訓令，通達その他
の例規類

常用 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

②作成・取得した
文書の管理を行う
ための帳簿

・受付簿 文書管理（登記情報
システム等）

管理するための帳簿 ○○年受付簿 ５年 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・決裁簿 文書管理（登記情報
システム等）

管理するための帳簿 ○○年決裁簿 ３０年 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・秘密文書管理簿 文書管理（登記情報
システム等）

管理するための帳簿 秘密文書管理簿 常用 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・保存文書貸出簿 文書管理（登記情報
システム等）

管理するための帳簿 ○○年保存文書貸出簿 ５年 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・保存文書貸出に関する文書 文書管理（登記情報
システム等）

管理するための帳簿 ○○年保存文書貸出 ５年 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・標準文書保存期間基準 文書管理（登記情報
システム等）

標準文書保存期間基
準（現行）

登記システム管理官標準文書保
存期間基準

常用 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・標準文書保存期間基準の制
定又は改廃に係る決裁文書

文書管理（登記情報
システム等）

標準文書保存期間基
準

○○年度保存期間基準の制定・
改正

１０年 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・行政文書ファイルの管理に
関する決裁文書
・廃棄に関する決裁文書
・移管に関する決裁文書

文書管理（登記情報
システム等）

行政文書の管理 ○○年度行政文書ファイル等の
管理

５年 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・帳簿及び書類廃棄認可申請
書
・書類廃棄に関する文書

文書管理（登記情報
システム等）

行政文書の管理 ○○年度帳簿及び書類廃棄 ５年 廃棄

3 公印に関する
事項

公印の管理に関す
ること

公印の管理業務に
常時利用するもの
として継続的に保
存すべき行政文書

・公印届原簿 登記情報システム等 公印 公印原簿 常用 廃棄

4 登記情報シス
テム等に関す
る事項

(1)登記情報シス
テム等の運用に関
するもの

登記情報システム
等の運用に関する
文書

・登記情報システム等に関す
る規程等

登記情報システム等 例規（現行） 登記情報システム等に関する訓
令・通達その他の例規類

常用 廃棄 (別表１の事項
２２を参酌)

・登記情報システムに関する
操作手引書
・登記情報システムに関する
端末メッセージ集
・登記情報システムに関する
記入例集

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

登記情報システムに関するマ
ニュアル類

改版のあっ
た日に係る
特定日以後
３年

廃棄

・登記情報システム等に関す
る文書
・登記情報提供システムに関
する文書
・登記情報交換システムに関
する文書
・登記情報オンラインシステ
ムに関する文書
・電子認証に関する文書（シ
ステム関係）
・リプレースに関する文書
・登記事項照会に関する文書
・業務関連要望に関する文書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年登記情報システムの運
用・管理

５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・障害発生報告書
・登記情報等システムに関す
る文書（障害に関するもの）

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年システム障害 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・重要障害情報 登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年重要障害情報 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・プログラム修正に関する文
書
・プログラム修正管理票

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年プログラム修正 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・大量事件等連絡票 登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年大量事件等連絡票 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・管轄転属に関する文書 登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年管轄転属システム運用 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・市町村通知書サンプルデー
タ提供管理簿
・各種図面登録作業に関する
文書
・信託目録の電子化に関する
文書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年各種システムの情報化 ５年 廃棄

釧路地方法務局登記情報システム管理官　標準文書保存期間基準

事　項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

行政文書の具体例

分類例

保存期間 保存期間満
了時の措置

参考事項 (規則別表１の
関連事項)

①行政文書ファイ
ル管理簿その他の
業務に常時利用す
るものとして継続
的に保存すべき行
政文書

③行政文書の貸出
しの状況が記録さ
れた帳簿

④行政文書ファイ
ル等の保存期間及
び保存期間満了時
の措置等が定めら
れた文書

⑤行政文書ファイ
ル等の管理に関す
る文書（ただし，
①に当たるものを
除く。）



・登記情報システム端末装置
等の保守等に関する文書
・登記識別情報通知用プリン
タの保守等に関する文書
・汎用印刷装置の保守等に関
する文書
・証明書発行請求機の保守等
に関する文書
・登記情報システム回線の保
守等に関する文書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年ハードウェア機器等保
守・点検

５年 廃棄

・登記事項照会に関する文書
・登記事項の入力照会に関す
る文書
・運用の照会に関する文書
・登記所外字発生に関する照
会・回答

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年照会・回答 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・インシデント票起案文書
・インシデント管理台帳
・インシデント管理システム
に関する文書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年インシデント管理システ
ム

５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・管理者カード管理簿
・管理者カード送付書
・管理者カード送付簿
・管理者カード使用簿
・管理者カード失効届出書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年管理者カード ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・登記官カード管理簿
・登記官カード送付書
・登記官カード送付簿
・登記官カード受領書
・登記官カード失効届出書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年登記官カード ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・機密性２情報等移送・提供
許可申請書
・機密性３情報等移送・提供
許可申請書
・登記情報等・登記情報シス
テム等端末持出し許可申請書
・法務省管理以外端末利用許
可申請書
・例外措置申請書
・副電子公印データ（別記２
１号様式）
・副電子公印データ保存簿
・プリントサーバーパスワー
ド等記録票
・公印管理機能パスワード管
理簿
・登記情報システム等情報セ
キュリティ及び運用管理規程
に定める報告書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年情報セキュリィの確保 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・管理台帳
・登記端末システム用サー
バーラック鍵管理簿
・レイアウト変更関係起案文
書
・登記情報システム等の機器
の移設に係る起案文書

登記情報システム等 登記情報システム運
用管理

○○年機器構成管理 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・地図情報システムに関する
文書

登記情報システム等 地図情報システム運
用管理

地図情報システムの運用・管理 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・地図情報システム操作手引
書等
・地図情報システム登記所運
用マニュアル
・地図情報システム端末操作
におけるQ＆A集
・地図情報システム端末操作
簡単マニュアル

登記情報システム等 地図情報システム運
用管理

地図情報システムに関するマ
ニュアル類

改版のあっ
た日に係る
特定日以後
３年

廃棄

(2)会議・会同等
に関するもの

①会議・会同等の
準備に関する文書

会議・会同等の開催等に係る
決議文書

登記情報システム等 会議・会同 ○○年度登記情報システム管理
官事務打合せ会

５年 廃棄

②会議・会同等に
提出された文書

・配布資料 登記情報システム等 会議・会同 ○○年度登記情報システム管理
官事務打合せ会

③会議・会同等の
決定内容又は了解
内容が記録された
文書

・各種会同等の結果等に係る
決裁文書

登記情報システム等 会議・会同 ○○年度登記情報システム管理
官事務打合せ会

5 政府認証基盤
に関する事項

政府認証基盤に関
するもの

登記官に係る官職
証明書に関する文
書

・登記官に係る官職証明書
カード管理簿

登記情報システム等 官職証明書 ○○年度登記官に係る官職証明
書カード管理簿

作成した日
の属する年
の翌年から
３０年

廃棄 平成１７年６
月２８日付け
民二第１４４
９号通達

・登記官に係る官職証明書
カード送付書
・登記官に係る官職証明書
カード受領書

登記情報システム等 官職証明書 ○○年度登記官に係る官職証明
書カード

3年 廃棄

6 職員の人事に
関する事項

(1) 職員の勤務時
間・休暇に関する
こと

①超過勤務に関す
る文書

・超過勤務命令簿 登記情報システム等 勤務時間・休暇 ○○年度超過勤務命令簿 ５年３月 廃棄 人事 (備考二を参
酌)

②出勤に関する文
書

・出勤簿 登記情報システム等 勤務時間・休暇 ○○年出勤簿 ５年 廃棄 人事 (備考二を参
酌)

③休暇に関する文
書

・休暇簿 登記情報システム等 勤務時間・休暇 ○○年休暇簿 ３年 廃棄 人事 (備考二を参
酌)

・代休日指定簿 登記情報システム等 勤務時間・休暇 ○○年度代休日指定簿 ３年 廃棄 人事 (備考二を参
酌)

・週休日の振替等通知簿 登記情報システム等 勤務時間・休暇 ○○年度週休日の振替等通知簿 ３年 廃棄 人事 (備考二を参
酌)

・勤務時間の割り振り区分の
指定簿

登記情報システム等 勤務時間・休暇 ○○年度勤務時間の割り振り区
分の指定簿

３年 廃棄 (備考二を参
酌)

(2) 上記の業務区
分に当たらないそ
の他の業務

人事事務に関する
文書

・上記の業務区分に当たらな
いその他の人事に関する文書

登記情報システム等 人事 ○○年度人事事務一般 ３年 廃棄

④勤務時間の割振
に関する文書



7 予算及び決算
に関する事項

①物品の供用・返
納に関する書類

・物品供用証 登記情報システム等 物品管理 物品供用証 閉鎖後１年 廃棄 会計

・供用物品返納報告書
・物品返納命令書

登記情報システム等 物品管理 ○○年度物品返納関係書類 １年 廃棄 会計

②物品の払出・受
入及び受領に関す
る書類

・物品払出命令書
・物品受入命令書
・物品受領命令書

登記情報システム等 物品管理 ○○年度物品払出・受入・受領
命令書

１年 廃棄 会計

③予算及び決算に
関する文書

・上記の業務区分に当たらな
いその他の会計に関する文書

登記情報システム等 その他 ○○年度会計関係一般 ３年 廃棄 会計

④給与支給額の計
算に関する文書

・勤務時間報告書 登記情報システム等 給与簿 ○○年度勤務時間報告書 ５年 廃棄 人事 (備考二を参
酌)

8 職員の衛生，
医療その他の
福利厚生に関
する事項

職員の健康・安全
管理に関すること

健康診断等に関す
る文書

・ＶＤＴ作業・健康・環境点
検表

登記情報システム等 健康安全管理 ○○年度ＶＤＴ作業 ３年 廃棄

9 庶務事務に関
する事項

(1)庶務に関する
こと

①事務引継に関す
る文書

・事務引継書 登記情報システム等 庶務 ○○年度事務引継書 ３年 廃棄

②会議・事務打合
せ会等に関する文
書

・会議・事務打合せ会等の開
催等に関する文書
・配付資料
・各種会議等の結果等に関す
る文書

登記情報システム等 庶務 ○○年度会議 ３年 廃棄

(2)上記の業務区
分に当たらないそ
の他の業務

庶務事務に関する
文書

・上記の業務区分に当たらな
いその他の庶務に関する文書

登記情報システム等 庶務 ○○年度庶務事務一般 ３年 廃棄

10 情報セキュリ
ティ対策の運用
に関する事項

情報セキュリティ対
策に関すること

①情報セキュリテイ
対策に関する文書

・情報セキュリテイ体制の整備
に関する決裁文書

登記情報システム等 情報セキュリティ ○○年情報セキュリティ対策 ５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

②情報セキュリティ
関係規定に基づく
許可申請（届出）又
は報告等

・各種許可受付簿等
・許可申請，届出等
・障害発生報告書等

庶務 情報セキュリティ ○○年度情報管理等に関する帳
簿

５年 廃棄 (別表１の事項２
３を参酌)

・外部電磁的記録媒体管理簿 庶務 情報セキュリティ 外部電磁的記録媒体管理簿 常用 廃棄

11 監査に関する
事項

監査に関すること 監査に関する文書 ・監査の実施に関する文書
・監査に関する結果報告書
・監査のフォローアップに関
する文書

登記情報システム等 事務監査 ○○年度事務監査 ５年 廃棄 (別表１の事項
２５を参酌)

歳入及び歳出の決
算報告書並びに国
の債務に関する計
算書の作成その他
の決算に関する経
緯

備　考

　本基準に掲げられていない事項が発生したときは，法務省行政文書管理規則の別表１及び本基準を参酌しつつ，文書管理者において，保存期間及び保存期間満了時の措置について
設定することとする。

（注）
　　 法律又はこれに基づく命令の規定により行政文書の保存期間が定められているものについては，参考事項欄に当該法令の名称を記載する。

※参考事項欄に記載する根拠法令の略語について
　「人事」・・・人事院規則
　「内閣」・・・人事記録の記載事項等に関する内閣府令
　「統計」・・・人事統計報告に関する政令（昭和４１年政令第１２号）
　「○○」・・・○○○○
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